
平成28年度事務事業評価表（平成27年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
次年度
目標値

指標
（単位）

指標の種類 実績値 国 都 その他
特定財源に伴
う一般財源

一般財源 円 ％

■ □ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

2,800

障害福祉課長
後藤　寿之

2,799

補助
事業

■ 該当 ■ □ □ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 1,836

事業
形態

□ □ □ □ ■ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

2,091

■ □ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

100

障害福祉課長
後藤　寿之

100

補助
事業

□ 該当 □ □ ■ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 100

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

100

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

100

障害福祉課長
後藤　寿之

100

補助
事業

□ 該当 □ □ ■ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 100

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

100

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

50

障害福祉課長
後藤　寿之

49

補助
事業

□ 該当 □ □ ■ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 39

事業
形態

□ □ ■ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

32

根拠
法令
等

外部評価

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)

対象

横出し

小平市

達成度

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある

東村山市 清瀬市 西東京市

10 8,968 8,968

説明：補助金額や制度に変更がないた
め、単位当たりコストも前年同様となっ
た。

2,630 1,315,000

2,604 25 2,629

事業
内容
・

活動
手段

地域生活を送るために、自立
プログラムにて、生活訓練や
宿泊訓練、相談事業を実施す
る事業所に経費の一部を補助
する

利用件数
(数)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

29年度の方向性 現状維持

総合評価（課題・方向性）：
障害者自立生活プログラムは、障害者
が地域で自立した生活を送るために不
可欠な事業である。それらを民間事業
者が実施することにより、宿泊訓練等
のサービスを柔軟かつ適切に提供する
ことが可能なため、当該事業を継続し
ていくことが妥当である。当該補助対
象団体は、24時間介護が実施できる団
体として、都内でも他市・他団体に先
駆けて取組んできた実績があることか
ら補助を継続していく。なお、近隣市
においても、名称は異なるものの類似
事業が実施されている。

財政健全経営計画
実行プラン

上乗せ

該当
給付
事業

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　

補助
金

指定
管理

一部
委託

全部
委託

1,314,000

1,314,500

2 2,604

東村山市 清瀬市

廃止予定
の有無

西東京市

・東久留米市障害者自立生活支援事業運営費補助金交付要綱

 直営
（委託無）

説明：当該事業は、東京都福祉保健財団
から補助を受けている障害者在宅介護支
援団体に対し、市から補助を行うという
ものである。先駆的事業を継続して行う
特定の団体に対する補助であり、事業運
営に欠かせないものとなっているため、
制度改正の余地はない。

効率性 3 　

対象

65歳未満の障害者（手帳所有
者）

申請受
理・交付
団体数
(事業所)

2,604 24

2 2,604

2,604

目的
・

意図 2,604 26

事業所に補助することで、市
が直接行なうよりも、利用者
に対して柔軟で適切に、自立
生活の支援が行なえる

2

障害福祉課
地域支援係

障害者自立生活援
護活動支援事業

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

2,628

　29年度の方向性 現状維持

・東京都重度脳性麻痺者介護事業運営要綱
・東久留米市重度脳性麻痺者介護事業運営要綱

6 5,747 5,747 743 6,490 1,081,667

説明：東京都重度脳性麻痺者事業運営要
綱の基づく、東京都補助事業で妥当であ
り維持する。

総合評価（課題・方向性）：東京都重
度脳性麻痺者事業運営要綱に基づく事
業であり引き続き継続する。負担率は
都10/10。

事業
内容
・

活動
手段

１か月に１２回を限度として、
屋外への手引き・同行をしても
らう際にチケットを発行し、利
用した場合に介護人に利用券を
渡し、介護人には翌月に月日・
介護人氏名・住所・押印した券
を担当課へ請求し、市から支払
いをする。平成１６年７月から
は、介護人は家族に限定。

外出した
機会の割
合(利用券
の回収枚
数／発行
枚数)
（％）

734 7,308

終期

1,044,000

効率性 3 達成度 　

説明：利用人数の減により、事業費が減
少傾向にある。

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

7 6,574 6,574

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象
２０歳以上の重度の脳性麻痺
者で、屋外活動が困難な身体
障害者手帳１級の者。

利用者数
(人)

廃止予定
の有無

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

外出困難な重度の障害者の生
活圏の拡大を図る。

小平市

財政健全経営計画
実行プラン

対象 外部評価

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

終期

対象

在宅生活をしている身体障害
者、知的障害、精神障害者、
難病患者

訪問系
サービス
の年間実
利用者数
(人)

285,997 136,272 72,580

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

171

168 259,636 128,642 64,321

77,145 12,231 298,228 1,744,023

業務フローに改
善の余地がある

制度改正の
余地がある 　29年度の方向性

761 9,729 972,900

現状維持

・障害者総合支援法

170 312,338 147,371 80,031 84,936 12,372 324,710 1,910,059

説明：サービスの支給決定から給付費の
支払いまで事務処理が総合支援法に規定
されており、業務フロー、制度の改正は
困難である。

総合評価（課題・方向性）：障害者の
自然増、高齢化によりサービス受給
者、利用量共に増加している。障害者
総合支援法に基づく事業であり引き続
き継続する。負担率は国1/2、都1/4。

事業
内容
・

活動
手段

訪問系サービスを必要として
いる障害者等へ支給の決定を
行い、その利用に対する事業
所からの請求に基づきサービ
スの給付費を支払う。

利用者数
／支給決
定者数(%)

効率性 3 達成度 　

廃止予定
の有無

説明：請求事務は国保連合会に委託して
おり、資格管理、審査事務、支払処理に
ついては管理システムを導入しているた
め、これ以上の効率性の向上は困難であ
る。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

サービス提供により、障害者
の日常生活の支援と社会参加
を促進する。

66,673 12,675 272,311 1,620,899
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

①就労しているまたは通所施設
等を利用している知的障害者
（愛の手帳所持者）。②知的障
害者を入寮させている運営法
人。

①生活寮
を利用し
ている知
的障害者
の数②生
活寮を運
営してい
る法人の
数(人)

廃止予定
の有無

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

地域社会における自立生活を
助長するため、生活の場を提
供し援護・指導を行う。

小平市 東村山市

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・障害者総合支援法
・東久留米市知的障害者グループホーム等運営費助成事業実施要領
・東久留米市障害者グループホーム等支援事業実施要綱 81 5,661 2,734 2,927 372 6,033 74,481

説明：知的障害者グループホーム等家賃
助成実施要綱に基づく、東京都の補助事
業である。地域移行支援促進のため入所
施設を退所した重度障害者等への支援費
を加えた。

総合評価（課題・方向性）：他県利用
で都加算の該当とならない事業所への
運営委託費につき、公平性の面から今
後も維持する。

事業
内容
・

活動
手段 76 2,266 2,435 367

達成度 　

説明：生活寮利用者の増により、事業費
が増加傾向にある。

 直営
（委託無）

清瀬市 西東京市

78 4,195 2,023 2,172 381 4,576

①本人に対しては、所得に応
じて家賃助成を行う。②生活
寮を運営している法人に運営
費を支払う。

上乗せ 横出し

財政健全経営計画
実行プラン

対象 外部評価

4,701

58,667

5,068

①家賃助
成をして
いる件数
②運営費
を支払っ
た生活寮
運営法人
（件）

66,684

効率性 2

09-01

事務事業名

基本事業番号・名

事務事業
番号

事務事業の概要 事務事業の目的
（事務事業の対象、手段、意図）

活動指標
（手段の数値指標化）

指標
（単位）

実績値

健康で幸せにすごせるまち 施策番号・名 09

障害福祉課
福祉支援係

09-01-02

障害福祉課
福祉支援係

重度脳性麻痺者介
護人派遣事業

知的障害者生活寮
事業

09-01-04

09-01-01

09-01-03

障害福祉課
管理係

障害者訪問系サー
ビス事業

目標達成率

評価目標値 事業費
（実績額）

①
（千円）

左記「事業費（実績額）」に係る財源
人件費

（理論値）

②
（千円）

トータル
コスト
①＋②

（千円）

特定財源 一般財源

成果指標（意図したこ
との結果の数値指標化）

事業費、人件費

日常生活への支援

単位当たり
コスト

障害者福祉の推進

東久留米市



平成28年度事務事業評価表（平成27年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
次年度
目標値

指標
（単位）

指標の種類 実績値 国 都 その他
特定財源に伴
う一般財源

一般財源 円 ％

09-01

事務事業名

基本事業番号・名

事務事業
番号

事務事業の概要 事務事業の目的
（事務事業の対象、手段、意図）

活動指標
（手段の数値指標化）

指標
（単位）

実績値

健康で幸せにすごせるまち 施策番号・名 09

目標達成率

評価目標値 事業費
（実績額）

①
（千円）

左記「事業費（実績額）」に係る財源
人件費

（理論値）

②
（千円）

トータル
コスト
①＋②

（千円）

特定財源 一般財源

成果指標（意図したこ
との結果の数値指標化）

事業費、人件費

日常生活への支援

単位当たり
コスト

障害者福祉の推進

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

100

障害福祉課長
後藤　寿之

100

補助
事業

□ 該当 □ □ ■ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 100

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

100

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

420

障害福祉課長
後藤　寿之

418

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 165

事業
形態

□ □ □ ■ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

209

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

12,000

障害福祉課長
後藤　寿之

11,956

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 11,221

事業
形態

□ ■ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

11,366

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

100

障害福祉課長
後藤　寿之

100

補助
事業

□ 該当 □ □ ■ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 100

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

100

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

18歳以上の身体障害者、知的
障害、精神障害者

居住系
サービス
の年間実
利用者数
(人)

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

廃止予定
の有無

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

グループホーム等で日常生活
をしながら適切な指導を受け
る。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

外部評価

175,855

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性

734 446,456 2,221,174

効率性 3 達成度 　

説明：請求事務は国保連合会に委託して
おり、資格管理、審査事務、支払処理に
ついては管理システムを導入しているた
め、これ以上の効率性の向上は困難であ
る。

205 422,857 199,898 99,949

現状維持

・障害者総合支援法

226 509,876 204,343 152,765 152,768 742 510,618 2,259,372

説明：サービスの支給決定から給付費の
支払いまで事務処理が総合支援法に規定
されており、業務フロー、制度の改正は
困難である。

総合評価（課題・方向性）：国が定め
る基本指針に基づき、施設入所者等の
地域生活への移行を推進する。障害者
総合支援法に基づく事業であり引き続
き継続する。負担率は国1/2、都1/4。

事業
内容
・

活動
手段

居住系サービスを必要として
いる障害者へ支給の決定を行
い、その利用に対する事業所
からの請求に基づきサービス
の給付費を支払う。

サービス
受給者／
支給決定
者数(%)

134,386 135,481

123,010 761 423,618 2,066,429
財政健全経営計画

実行プラン
対象

201 445,722

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

市内在住の心身障害者および
家族や介護者等

委託事業
数
(個所)

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

業務フローに改
善の余地がある

目的
・

意図

障害者や家族の生活を支援
し、在宅障害者の自立と社会
参加を図る

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

1 8,919 418 209 8,292 85
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

　

横出し

1 8,707 958 479 7,270 82 8,789 8,789,000

効率性 3

制度改正の
余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・障害者総合支援法(相談支援事業)
・(市)さいわい福祉センター条例、施行規則
・(市)東久留米市相談支援事業実施要綱
・(市)東久留米市障害者地域自立生活支援センター事業実施要綱

1 8,807 1,508 754 6,545 80 8,887 8,887,000

説明：障害者総合支援法に基づく地域生
活支援事業の必須事業とされているた
め、制度改正は困難である。

総合評価（課題・方向性）：障害者総
合支援法に基づく地域生活支援事業の
必須事業とされているため、今後も事
業を継続していく必要がある。

事業
内容
・

活動
手段

福祉サービス利用援助、社会
資源の活用、ピアカウンセリ
ング、各相談、情報提供等を
さいわい福祉センターにて実
施(指定管理業務)

利用者数
(人)

該当

上乗せ 達成度 　

廃止予定
の有無

説明：利用者数の増加はあるものの、事
業費等に大きな変動がないため単位当た
りコストも前年同様となった。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

9,004 9,004,000

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

地域生活を送る精神障害者

委託事業
数
(個所)

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

2,629

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

精神障害者障害者が住み慣れ
た地域で自立した生活が続け
られる

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

1 23,420 2,015

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・障害者総合支援法
・(市)地域生活支援事業実施要綱

1 23,420 1,610 2,427 19,383 80 23,500 23,500,000

説明：障害者総合支援法に基づく地域生
活支援事業の必須事業とされているた
め、制度改正は困難である。

総合評価（課題・方向性）：障害者総
合支援法に基づく地域生活支援事業の
必須事業とされているため、今後も事
業を継続していく必要がある。

事業
内容
・

活動
手段

日常生活の支援、地域交流、
集いの場、相談等を社福法人
に委託し実施

延べ利用
者数
(人)

1 23,420 2,043 2,644
3 達成度 　

廃止予定
の有無

説明：利用者数は増加しているが、委託
事業数、事業費等に変更がなかったため
単位当たりコストに変動はなかった。

85 23,505 23,505,000
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

18,776

82 23,502

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

身体障害者手帳を所持する又
は難病患者等の市民。

補装具を
給付した
件数(件)

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

23,502,000

補装具が必要な身体障害者
（児）又は難病患者等に補装
具交付・修理を決定し、住民
税の課税状況に応じた自己負
担を決定する。

必要な助
成を受け
られた人
の割合
(％)

上乗せ 横出し

242

効率性

業務フローに改
善の余地がある

廃止予定
の有無

7,339 29,466 121,760

効率性

18,733

　制度改正の
余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・障害者総合支援法
・東久留米市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

239 23,288 11,643 5,821 5,824 7,424 30,712 128,502

説明：障害者総合支援法に基づく事業
で、妥当であり維持する。

総合評価（課題・方向性）：障害者総
合支援法に基づく事業で、今後も継続
する必要がある。負担率は国1/2、都
1/4、市1/4となっている。

事業
内容
・

活動
手段 22,127 11,063 5,531 5,533

3 達成度 　

説明：利用者の変動が毎年見られる事業
であるが、単位コストには大きな変動は
見られない。

31,130 140,225

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

補装具を交付することで、障
害者、難病患者等の日常生活
上の不利を軽減する。
 
 

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

財政健全経営計画
実行プラン

対象 外部評価

222 23,525 11,931 5,965 5,629 7,605

根拠
法令
等

精神障害者地域生
活支援センター事
業

障害者居住系サー
ビス事業

09-01-08

障害福祉課
福祉支援係

補装具交付事業

09-01-06

障害福祉課
地域支援係

心身障害者地域自
立生活支援セン
ター事業

09-01-05

障害福祉課
管理係

09-01-07

障害福祉課
地域支援係

東久留米市



平成28年度事務事業評価表（平成27年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
次年度
目標値

指標
（単位）

指標の種類 実績値 国 都 その他
特定財源に伴
う一般財源

一般財源 円 ％

09-01

事務事業名

基本事業番号・名

事務事業
番号

事務事業の概要 事務事業の目的
（事務事業の対象、手段、意図）

活動指標
（手段の数値指標化）

指標
（単位）

実績値

健康で幸せにすごせるまち 施策番号・名 09

目標達成率

評価目標値 事業費
（実績額）

①
（千円）

左記「事業費（実績額）」に係る財源
人件費

（理論値）

②
（千円）

トータル
コスト
①＋②

（千円）

特定財源 一般財源

成果指標（意図したこ
との結果の数値指標化）

事業費、人件費

日常生活への支援

単位当たり
コスト

障害者福祉の推進

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

100

障害福祉課長
後藤　寿之

100

補助
事業

□ 該当 □ □ ■ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

■ 該当 ■ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 100

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

100

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

障害福祉課長
後藤　寿之

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度）

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度） 　

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

障害福祉課長
後藤　寿之

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度）

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

障害福祉課長
後藤　寿之

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度）

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度） 　

702
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

679

効率性

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある

3 達成度 　

廃止予定
の有無

説明：申請処理数の増加により人件費が
増加しているが、単位当たりコストに大
きな変動はなかった。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

医療費の自己負担額の軽減

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

1,306 0

1,003 1,003

917

　29年度の方向性 現状維持

・難病の患者に対する医療等に関する法律
・児童福祉法
・東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則 2,311 0 1,590 1,590 688

説明：難病法に基づく市の業務であるた
め、制度改正は困難である。また、市は
受付進達事務のみの最小限の業務となっ
ているため、業務フローに改善の余地は
ない。

総合評価（課題・方向性）：、難病に
該当する対象疾病数が増加しておりこ
こ数年で業務量が急増しているが、難
病法に基づく市の業務であるため、今
後も事業を継続する必要がある。

事業
内容
・

活動
手段

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

1,478

8,450

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

8,450

0

難病及び小児慢性疾患医療費
受給者

申請受
理・進達
件数
(数)

難病及び小児慢性疾患医療費
助成申請手続きの説明及び受
付

917

手帳交付
申請件数
（新規、
更新、再
交付）
(件)

 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

310

根拠
法令
等

26,303

効率性 3 達成度 　

廃止予定
の有無

説明：申請処理件数も横ばいであり、単
位当たりコストに大きな変動は見られな
い。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

障害の状況に応じて、各種の
サービスを講じやすくする。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

329 0

8,154

対象

8,154

身体障害者手帳の交付申請を
受理し、東京都に進達する。
その後、東京都によって作成
された手帳について、取得者
に通知をする。

0

身体に障害を有する人が援護
を受けるために必要な手帳を
申請する市民。

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある

25,684
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

　29年度の方向性 現状維持

・身体障害者福祉法
・身体障害者福祉法施行規則

302 0 8,248 8,248 27,311

説明：事務費等交付金50,767円を受け、
身体障害者福祉法に基づく事業であり、
妥当である。市は受付交付事務のみ行っ
ている。
  

総合評価（課題・方向性）：身体障害
者福祉法に基づく事業で、今後も継続
する必要がある。

事業
内容
・

活動
手段

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

行政
補完的

政策的

終期

対象

身体障害者手帳、愛の手帳を
所持する市民及び一部の精神
保健福祉手帳を所持又は難病
患者等の市民。

日常生活
用具が給
付された
人の数
(人)

28,313 10,433 5,216

必要な助
成を受け
られた人
の割合
(％)

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

2,091 979

財政健全経営計画
実行プラン

対象 外部評価

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・障害者総合支援法　・東久留米市障害者地域生活支援事業の費用負担等に関する条例
・東久留米市障害者地域生活支援事業の費用負担等に関する条例施行規則
・東久留米市日常生活用具費支給事業実施要綱 2,070 31,224 10,412 5,206 15,606 990 32,214 15,562

説明：障害者総合支援法に基づく事業
で、妥当であり維持する。

総合評価（課題・方向性）：障害者総
合支援法に基づく事業で、今後も継続
する必要がある。負担率は国1/2、都
1/4、市1/4となっている。

事業
内容
・

活動
手段

日常生活用具が必要な身体障
害者（児）、知的障害者
（児）、精神障害者（児）、
難病患者等に日常生活用具を
支給し、住民税の額に応じて
自己負担額を決定する。

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

29,292

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

14,009

効率性 2 達成度 　

廃止予定
の有無

説明：支給件数はほぼ横ばいであるが、
品目による単価差があるため事業費とし
ては増加傾向にある。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

障害の状況に応じて日常生活
用具を給付し、障害者、難病
患者等の日常生活の安定を図
る。小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

2,028 24,871 9,165 4,582 11,124 1,014 25,885 12,764

12,664

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

640 0 804 804 1,256

説明： 精神保健福祉法に基づく市の必須
業務であるため、制度改正は困難であ
る。また、市は受付交付事務のみの最小
限の業務となっているため、業務フロー
に改善の余地はない。

総合評価（課題・方向性）：精神保健
福祉法に基づく市の必須業務であるた
め、今後も事業を継続する必要があ
る。

事業
内容
・

活動
手段

精神保健福祉手帳に係る各種
申請・届出を受付し都へ進
達。都で作成された手帳・結
果通知を本人へ交付する。

713 713 1,253

効率性 3

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

569 0

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

精神疾患を有するもので、長
期的に日常生活や社会生活で
の制約がある者

申請受
理・進達
件数
(数)

達成度 　

廃止予定
の有無

説明：申請処理件数の増加により人件費
が微増しているが、単位当たりコストに
大きな変動はなかった。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

手帳所有に基づき、各福祉制
度等を活用し、住み慣れた地
域で自立した生活を送る。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

545 0 592 592 1,086
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

09-01-10

障害福祉課
地域支援係

精神障害者保健福
祉手帳受付事務

09-01-12

日常生活用具給付
事業

09-01-11

障害福祉課
福祉支援係

身体障害者手帳受
付事務

09-01-09

障害福祉課
福祉支援係

障害福祉課
地域支援係

難病・小児慢性疾
患受付事務

東久留米市



平成28年度事務事業評価表（平成27年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
次年度
目標値

指標
（単位）

指標の種類 実績値 国 都 その他
特定財源に伴
う一般財源

一般財源 円 ％

09-01

事務事業名

基本事業番号・名

事務事業
番号

事務事業の概要 事務事業の目的
（事務事業の対象、手段、意図）

活動指標
（手段の数値指標化）

指標
（単位）

実績値

健康で幸せにすごせるまち 施策番号・名 09

目標達成率

評価目標値 事業費
（実績額）

①
（千円）

左記「事業費（実績額）」に係る財源
人件費

（理論値）

②
（千円）

トータル
コスト
①＋②

（千円）

特定財源 一般財源

成果指標（意図したこ
との結果の数値指標化）

事業費、人件費

日常生活への支援

単位当たり
コスト

障害者福祉の推進

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

270

障害福祉課長
後藤　寿之

245

補助
事業

□ 該当 □ □ ■ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 228

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

272

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

2,650

障害福祉課長
後藤　寿之

2,630

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 2,532

事業
形態

□ ■ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

2,572

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

100

障害福祉課長
後藤　寿之

100

補助
事業

□ 該当 □ □ ■ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 100

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

100

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

障害福祉課長
後藤　寿之

補助
事業

□ 該当 □ □ ■ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

■ 該当 ■ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度）

事業
形態

□ □ ■ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

屋外での移動に困難がある障
害者・児。

移動支援
を利用登
録してい
る人の数
(人)

48,354 17,819 8,909

移動支援
を利用し
た人の数
(人)

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

381 21,626 1,631 49,985 131,194

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

サービスを利用することによ
り、障害者の地域での自立生
活及び社会参加の充実を図
る。

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・障害者総合支援法
・東久留米市移動支援費支給事業実施要綱
・東久留米市障害者地域生活支援事業の費用負担等に関する条例
・東久留米市障害者地域生活支援事業の費用負担等に関する条例施行規則

422 52,240 17,421 8,710 26,109 1,650 53,890 127,701

説明：障害者総合支援法で、地域生活支援事業
による市町村の必須事業となっているため維持
する。自立支援法改正により、視覚障害者への
給付の一部が自立支援給付の「同行援護」に移
行することとなった。また、24年度からは要綱
を改正し、全身性障害者も対象とした。

総合評価（課題・方向性）：障害者総
合支援法に基づく地域生活支援事業の
必須事業で、今後も継続する必要があ
る。負担率は国1/2、都1/4、市1/4と
なっている。

事業
内容
・

活動
手段

移動支援が必要な対象者から
申請書を提出してもらい、障
害の種別、住民税の有無、年
齢によって、利用時間及び利
用料を決定する。利用者は、
事業所に利用料を支払い、代
理受領方式により事業者から
の請求に基づき、移動支援費
を支払う。

効率性 3 達成度 　

廃止予定
の有無

説明：利用者の増により事業費は増加し
ているが、単位コストには大きな変動は
見られない。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

361 47,955 17,672 8,836 21,447 1,690 49,645 137,521
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

制度改正の
余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・障害者総合支援法
・（市）東久留米市日中一時支援事業実施要綱

6 19,102 6,370 3,185 9,547 240 19,342 3,223,667

説明：障害者総合支援法に基づく地域生
活支援事業とされているため、制度改正
の余地はない。

総合評価（課題・方向性）：障害者総
合支援法に基づく地域生活支援事業と
されており、市内ニーズも増加傾向に
あり今後も事業を継続していく必要が
ある。

事業
内容
・

活動
手段

日中一時支援が必要な対象者
から申請書を提出してもら
い、利用決定をする。利用者
は、事業所と契約し、サービ
スの提供を受ける。事業所は
市に月毎の委託料を請求す
る。 延べ利用

者数
(人)

5,322 196 21,485 4,297,000

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)

5

給付
事業

該当

上乗せ 横出し

5 21,289 10,645 5,322

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

在宅の障害者・児。

委託事業
数
(個所)

業務フローに改
善の余地がある 　

清瀬市 西東京市

5 20,842 10,421 5,210 5,211 203 21,045 4,209,000
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

効率性

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

身体障害者、知的障害者、精
神障害者

日中活動
系サービ
スの年間
実利用者
数(人)

1,144,869 569,810 287,529

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

641

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

地域での自立した生活に向
け、入所施設、新体系サービ
スに移行した通所施設等の日
中活動の場を提供する。小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

613

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・障害者総合支援法

661 1,210,568 605,284 302,642 302,642 1,486 1,212,054 1,833,667

説明：サービスの支給決定から給付費の
支払いまで事務処理が総合支援法に規定
されており、業務フロー、制度の改正は
困難である。

総合評価（課題・方向性）：国が定め
る基本指針に基づき、福祉施設から一
般就労への移行を推進する。障害者総
合支援法に基づく事業であり引き続き
継続する。負担率は国1/2、都1/4。

事業
内容
・

活動
手段

日中活動系サービスを必要と
している障害者へ支給の決定
を行い、その利用に対し、事
業所からの請求に基づきサー
ビスの給付費を支払う。

サービス
利用者数
／支給決
定者数(%)

効率性 3 達成度 　

廃止予定
の有無

説明：請求事務は国保連合会に委託して
おり、資格管理、審査事務、支払処理に
ついては管理システムを導入しているた
め、これ以上の効率性の向上は困難であ
る。

 直営
（委託無）

1,051,760 524,840 262,420 264,500 1,522 1,053,282 1,718,241
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

287,530 1,469 1,146,338 1,788,359

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・障害者総合支援法
・東久留米市障害支援区分認定審査会運営規則

193 3,182 1,061 530 1,591 207 3,389 17,560

説明：障害者総合支援法に基づく事業で
あり、妥当であるので維持する。

総合評価（課題・方向性）：障害者総
合支援法に基づく事業で、今後も継続
する必要がある。負担率は国1/2、都
1/4、市1/4となっている。

事業
内容
・

活動
手段

障害支援区分の認定を行う。

918 204 2,251 19,239

効率性 3

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

117 2,047 753 376

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

手帳所持者(身体・知的・精
神)又は難病患者等。

認定件数
(件)

達成度 　

廃止予定
の有無

説明：３年毎に支援区分の更新があるた
め毎年の認定件数に変動はあるが、単位
コストには大きな変動は見られない。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

支給決定の仕組みの透明化、
明確化を図る。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

172 2,411 887 443 1,081 212 2,623 15,250
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

認定審査会事業

09-01-15

障害福祉課
管理係

障害者日中活動系
サービス事業

日中一時支援事業

障害福祉課
地域支援係

09-01-16

障害福祉課
福祉支援係

09-01-13

障害福祉課
福祉支援係

移動支援費支給事
業

09-01-14 達成度 　

廃止予定
の有無

説明：サービス利用者は増加している
が、サービス利用時間は増加しなかった
ため事業費は前年を下回る結果となっ
た。利用者数の増加により人件費は微増
しているが、トータルコストは下がった
ため効率性は向上した。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

一時的に預かることにより、
家族の負担を軽減し、在宅障
害者の生活を支援する。

小平市 東村山市

東久留米市



平成28年度事務事業評価表（平成27年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
次年度
目標値

指標
（単位）

指標の種類 実績値 国 都 その他
特定財源に伴
う一般財源

一般財源 円 ％

09-01

事務事業名

基本事業番号・名

事務事業
番号

事務事業の概要 事務事業の目的
（事務事業の対象、手段、意図）

活動指標
（手段の数値指標化）

指標
（単位）

実績値

健康で幸せにすごせるまち 施策番号・名 09

目標達成率

評価目標値 事業費
（実績額）

①
（千円）

左記「事業費（実績額）」に係る財源
人件費

（理論値）

②
（千円）

トータル
コスト
①＋②

（千円）

特定財源 一般財源

成果指標（意図したこ
との結果の数値指標化）

事業費、人件費

日常生活への支援

単位当たり
コスト

障害者福祉の推進

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

100

障害福祉課長
後藤　寿之

100

補助
事業

□ 該当 □ □ ■ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 100

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

100

■ □ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

100

障害福祉課長
後藤　寿之

100

補助
事業

□ 該当 □ □ ■ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 100

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 ■ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

100

■ □ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

100

障害福祉課長
後藤　寿之

100

補助
事業

□ 該当 □ □ ■ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 ■ 該当（廃止年度　平成２８年度） 100

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 ■ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

100

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

100

障害福祉課長
後藤　寿之

100

補助
事業

□ 該当 □ □ ■ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 100

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

100

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

日常生活において常時の介護
を必要とする在宅の重度障害
者（児）で障害程度が国の基
準を満たす人.

①支給回
数（回）

52,396 39,110

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

4

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

日常生活や社会生活の中で制
約を受ける障害者に対し、所
得保障を行なう。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

4

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・特別児童扶養手当等の支給に関する法律
・特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
・東久留米市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務負担金細則 4 54,260 40,656 13,604 372 54,632 13,658,000

説明：特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律によるもので妥当であり維持す
る。

総合評価（課題・方向性）：特別児童
扶養手当等の支給に関する法律に基づ
く事業で今後も継続する必要がある。
負担率は国3/4、市1/4となっている。

事業
内容
・

活動
手段

①特別障害者手当（月額
26,620円）、障害児福祉手当
（月額14,480円）、経過的福
祉手当（月額14,480円）を
3ヶ月に一度支給②受給資格
管理.

日常の生
活の経済
的負担が
軽減され
た助成者
の数／全
助成者数
(％)

効率性 3 達成度 　

廃止予定
の有無

説明：新規の手帳取得者及び手帳所持者
の等級変更等による支給数の増により、
事業費は増加傾向にある。

 直営
（委託無）

50,056 37,511 12,545 381 50,437 12,609,250
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

13,286 367 52,763 13,190,750

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性 拡大

・東京都心身障害者福祉手当に関する条例
・東京都心身障害者福祉手当に関する条例施行規則
・東久留米市心身障害者福祉手当条例
・東久留米市心身障害者福祉手当条例施行規則

1,053 198,059 198,059 824 198,883 188,873

説明：障害関連４手当（心身障害者福祉
手当、障害者福祉手当、難病者福祉手
当、障害者住宅手当）の統合により、受
給者の障害等級など状況の変化により必
要であった各手当の申請、廃止の手続
き、返還金の処理が不要となり、事務の
簡略化が見込まれる。

総合評価（課題・方向性）：平成２８
年８月より障害関連４手当（心身障害
者福祉手当、障害者福祉手当、難病者
福祉手当、障害者住宅手当）が心身障
害者福祉手当に統合される。

事業
内容
・

活動
手段

心身障害者福祉手当（月額
15,500円）を年３回支給す
る。

日常の生
活の経済
的負担が
軽減され
た助成者
の数／全
助成者数
(%)

815 199,835 188,524

効率性 3

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

1,060 199,020 199,020

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

身体障害者手帳1・2級、愛の
手帳1～3度、脳性麻痺、進行
性筋萎縮症で20歳以上の在宅
の者（所得制限あり）

年度末の
受給者数
(人)

達成度 　

廃止予定
の有無

説明：障害関連４手当の統合により、事
務の簡略化が見込まれ、総体での効率性
は向上することが見込まれる。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

日常生活や社会生活の中で制
約を受ける障害者に対し、所
得保障を行う。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

1,080 198,819 198,819 845 199,664 184,874
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

身体障害者手帳1～４級、愛
の手帳1～４度、脳性麻痺、
進行性筋萎縮症で在宅の者
（併給・所得制限あり）

年度末の
受給者数
(人) 92,668

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

1,639

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

日常生活や社会生活の中で制
約を受ける障害者に対し、所
得保障を行なう。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

1,629

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性
廃止(完了･統合含

む)

・東久留米市障害者福祉手当条例
・東久留米市障害者福祉手当条例施行規則

1,672 93,838 93,838 610 94,448 56,488

説明：障害関連４手当（心身障害者福祉
手当、障害者福祉手当、難病者福祉手
当、障害者住宅手当）の統合により、受
給者の障害等級など状況の変化により必
要であった各手当の申請、廃止の手続
き、返還金の処理が不要となり、事務の
簡略化が見込まれる。

総合評価（課題・方向性）：平成２８
年８月より障害関連４手当（心身障害
者福祉手当、障害者福祉手当、難病者
福祉手当、障害者住宅手当）が心身障
害者福祉手当に統合される。既受給者
については経過措置を設け、従来の基
準にて支給を行う。

事業
内容
・

活動
手段

障害者福祉手当（月額6,700
円、4,000円）を年４回支給
する。

日常の生
活の経済
的負担が
軽減され
た助成者
の数／全
助成者数
(%)

効率性 3 達成度 　

廃止予定
の有無

説明：障害関連４手当の統合により、事
務の簡略化が見込まれ、総体での効率性
は向上することが見込まれる。

 直営
（委託無）

93,605 93,605 625 94,230 57,845
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

92,668 603 93,271 56,907

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

身体障害者手帳が交付された18歳以上
の者で、その障害部位に医療を施すこ
とによって、その障害除去またはその
程度を軽減し、日常生活の回復を図ろ
うとしている身体障害者。

医療給付
を決定し
た障害者
の数 (人)

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・障害者総合支援法
・東久留米市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

75 144,238 67,374 36,000 40,864 372 144,610 1,928,133

説明：障害者総合支援法に基づく事業で
あり、妥当であるので維持する。

総合評価（課題・方向性）：障害者総
合支援法に基づく事業で、今後も継続
する必要がある。負担率は国1/2、都
1/4、市1/4となっている。

30,878 30,497 381

事業
内容
・

活動
手段

医療給付が必要な障害者から
事前に必要書類を提出しても
らい、心身障害者福祉セン
ターで要否判定を行なう。該
当者には医療券を交付し、入
院等に要した費用を医療機関
に支払う。

障害が除
去または
軽減した
障害者の
割合（更
生医療利
用者／申
請者）
(％)

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

79 125,339 62,942 31,471

123,668 1,585,487
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

30,926 367 125,706 1,591,215

効率性 1 達成度 　

廃止予定
の有無

説明：全額市の公費負担となる無保険で
ある利用者の割合が増えているため、事
業費の増加につながっている。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

障害の程度の軽減。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

78 123,287 61,912

市福祉手当支給事
業

09-01-17

障害福祉課
福祉支援係

国福祉手当支給事
業

09-01-20

障害福祉課
福祉支援係

09-01-18

障害福祉課
管理係

都福祉手当支給事
業

09-01-19

障害福祉課
管理係

更生医療事業

東久留米市



平成28年度事務事業評価表（平成27年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
次年度
目標値

指標
（単位）

指標の種類 実績値 国 都 その他
特定財源に伴
う一般財源

一般財源 円 ％

09-01

事務事業名

基本事業番号・名

事務事業
番号

事務事業の概要 事務事業の目的
（事務事業の対象、手段、意図）

活動指標
（手段の数値指標化）

指標
（単位）

実績値

健康で幸せにすごせるまち 施策番号・名 09

目標達成率

評価目標値 事業費
（実績額）

①
（千円）

左記「事業費（実績額）」に係る財源
人件費

（理論値）

②
（千円）

トータル
コスト
①＋②

（千円）

特定財源 一般財源

成果指標（意図したこ
との結果の数値指標化）

事業費、人件費

日常生活への支援

単位当たり
コスト

障害者福祉の推進

■ □ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

100

障害福祉課長
後藤　寿之

100

補助
事業

□ 該当 □ □ ■ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 ■ 該当（廃止年度　平成２８年度） 100

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

□ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 ■ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

100

■ □ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

100

障害福祉課長
後藤　寿之

66.5%

補助
事業

□ 該当 □ □ ■ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 67.5%

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

65.0%

■ □ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

100

障害福祉課長
後藤　寿之

100

補助
事業

□ 該当 □ □ ■ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 ■ 該当（廃止年度　28年度） 100

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 ■ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

100

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

障害福祉課長
後藤　寿之

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度）

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ ■ その他（都営交通乗車証に関しては、都営交通の定期券発売所でも発行している）

その他 □ □ 対象(平成　　年度） 　

説明：申請件数の増加により人件費も微
増傾向にあるが、単位あたりコストに大
きな変動はなかった。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

通院医療費助成により経済的
負担を軽減。また受診継続を
図ることができる。東京都精
神障害者都営交通乗車証につ
いては、障害者等が無料で都
営交通を利用できる。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

2,905 0 2,746 2,746 945
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

3,310 1,052

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・(国)障害者総合支援法
・(都)東京都精神障害者都営交通乗車証条例施行規則

3,178 0 3,378 3,378 1,063

説明：障害者総合支援法に基づく市の必
須業務であるため、制度改正の余地はな
い。また、市は受付交付事務のみとなっ
ているため、業務フローも改善の余地は
ない。

総合評価（課題・方向性）：障害者総
合支援法に基づく市の必須事業とされ
ているため、今後も事業を継続してい
く必要がある。

事業
内容
・

活動
手段

通院医療費公費負担に係る各
種申請・届出を受付、都に進
達する。後に都で作成された
受給者証・結果通知を交付す
る。東京都精神障害者都営交
通乗車証については、申請書
を受付し、都営交通の無料乗
車券を発行する。

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

効率性 3 達成度 　

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

精神科での通院医療が必要な
人、精神障害者手帳所持者
（東京都精神障害者都営交通
乗車証対象者）

申請受
理・進達
件数
(数) 0 3,310

上乗せ 横出し

3,146
廃止予定
の有無

47,195 62,759

効率性 3 達成度 　

廃止予定
の有無

説明：認定者数の増加により事業費は増
加しているが、それにかかる人件費は大
きく増加しなかったため、単位当たりコ
ストに大きな変動はなかった。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

日常生活や社会生活に制約を
受ける難病者に対し、所得保
障を行なう。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

733 43,937 43,937 845 44,782 61,094

46,379

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

特殊疾病にかかっている、都
の難病医療費等助成制度の該
当者、または身体障害者手帳
で確認のできる人

認定者数
(人)

46,379 816

財政健全経営計画
実行プラン

対象 外部評価

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性
廃止(完了･統合含

む)

・(市)東久留米市難病者福祉手当条例
・(市)東久留米市難病者福祉手当条例施行規則

793 48,211 48,211 1,000 49,211 62,057

説明：障害者総合支援法の創設により、
難病患者等も障害福祉サービスが利用可
能になったことを踏まえ支給金額を減額
する。合わせて、制度や受給内容の難解
さを解消するため、H28.8.1より他の手当
と統合する予定となっている。

総合評価（課題・方向性）：当該事業
は、難病患者等に対するサービス提供
が十分でなかった時期に、難病患者等
の経済的負担を軽減し、在宅生活を支
援するために創設されたという経緯が
あるが、障害者総合支援法の創設によ
り、障害福祉サービスは拡充され、そ
のサービス利用対象者に難病患者等も
含まれ障害福祉サービスを利用できる
ようになってきている。そのため、支
給金額も身体障害者手帳３・４級及び
愛の手帳４度の方と同額の４千円とす
る(H28.8.1より)。合わせて、制度や
受給内容の難解さを解消するため、他
の手当てと統合する。

事業
内容
・

活動
手段

①難病者福祉手当（月額
5,000円）を3ヶ月に一度支給
②受給資格管理

経済的負
担が軽減
されたと
感じてい
る者の割
合/全助成
者数

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

752

西東京市

2,509 18,444 18,444 2,113 20,557 8,193
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

8,077

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・東久留米市福祉タクシー等事業実施要綱
・東久留米市障害者自動車ガソリン費等助成事業実施要綱

2,659 18,914 18,914 2,063 20,977 7,889

説明：全受給者のうち実際に請求がある
のは約７割弱の受給者で、制度上の課題
がある。

総合評価（課題・方向性）：障害者の
移動支援のため必要な事業であり、継
続して維持する。

事業
内容
・

活動
手段

効率性 3 達成度 　

廃止予定
の有無

説明：平成２７年８月より新しい総合福
祉システムで資格、支払の管理をしてお
り、今後運用していくなかで効率性の向
上を検討していく。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

身体障害者手帳1・2級、愛の
手帳1・2度、難病医療費助成
を受けている一部の者（所得
制限あり）

年間請求
件数(人)

19,154 19,154 2,039 21,193

①タクシー費　利用実績によ
り6ヶ月1万円を限度に年2回
支給
②ガソリン費　利用実績によ
り1リットルにつき55円を3ヶ
月150リットルまで支給
※利用実績は領収書の提出に
より確認

助成者の
数／全受
給者数(%)

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

2,624

目的
・

意図

日常生活における外出機会や
社会参加を促進するため、移
動経費を軽減する。

小平市 東村山市 清瀬市

29年度の方向性
廃止(完了･統合含

む)

・東久留米市障害者住宅手当支給実施要綱

79 3,490 3,490 146 3,636 46,025

説明：障害関連４手当（心身障害者福祉
手当、障害者福祉手当、難病者福祉手
当、障害者住宅手当）の統合により、受
給者の障害等級など状況の変化により必
要であった各手当の申請、廃止の手続
き、返還金の処理が不要となり、事務の
簡略化が見込まれる。

総合評価（課題・方向性）：平成２８
年８月より障害関連４手当（心身障害
者福祉手当、障害者福祉手当、難病者
福祉手当、障害者住宅手当）が心身障
害者福祉手当に統合される。既受給者
については経過措置を設け、従来の基
準にて支給を行う。

事業
内容
・

活動
手段

障害者住宅手当（月額3,500
円）を年に３回支給する。

助成者の
数／全助
成者数(%)

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ

財政健全経営計画
実行プラン

対象 外部評価

制度改正の
余地がある 　

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

身体障害者1・2級、愛の手帳
1～3度、脳性まひ、進行性筋
萎縮症の者で民間住宅居住者
（所得制限あり）

年度末の
受給者数
(人)

業務フローに改
善の余地がある 　

3,892 149 4,041

4,018 144 4,162 44,753

効率性 3 達成度 　

廃止予定
の有無

説明：説明：障害関連４手当の統合によ
り、事務の簡略化が見込まれ、総体での
効率性は向上することが見込まれる。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

横出し

93 4,018

43,452

目的
・

意図

日常生活や社会生活の中で制
約を受ける障害者に対し、所
得保障を行なう。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

93 3,892

09-01-24

障害福祉課
地域支援係

自立支援医療費
（精神通院）受付
事業

難病者福祉手当支
給事業

09-01-22

障害福祉課
管理係

移動経費負担軽減
事業

09-01-23

障害福祉課
地域支援係

住宅手当支給事業

09-01-21

障害福祉課
管理係

東久留米市



平成28年度事務事業評価表（平成27年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
次年度
目標値

指標
（単位）

指標の種類 実績値 国 都 その他
特定財源に伴
う一般財源

一般財源 円 ％

09-01

事務事業名

基本事業番号・名

事務事業
番号

事務事業の概要 事務事業の目的
（事務事業の対象、手段、意図）

活動指標
（手段の数値指標化）

指標
（単位）

実績値

健康で幸せにすごせるまち 施策番号・名 09

目標達成率

評価目標値 事業費
（実績額）

①
（千円）

左記「事業費（実績額）」に係る財源
人件費

（理論値）

②
（千円）

トータル
コスト
①＋②

（千円）

特定財源 一般財源

成果指標（意図したこ
との結果の数値指標化）

事業費、人件費

日常生活への支援

単位当たり
コスト

障害者福祉の推進

■ □ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

100

障害福祉課長
後藤　寿之

100

補助
事業

□ 該当 □ □ ■ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 100

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

100

■ □ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

障害福祉課長
後藤　寿之

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度）

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

100

障害福祉課長
後藤　寿之

0

補助
事業

■ 該当 □ ■ □ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 0

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

100

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

100

障害福祉課長
後藤　寿之

40

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 50

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

100

説明：事業費として人件費の割合が多い
事業のため、今後は委託も検討していく
事業と考える。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

虐待を受けた障害者の迅速か
つ適切な保護及び養護者に対
する支援を行う。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

2 106 37 18 51 845 951 475,500
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

843 168,600

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・障害者虐待防止法

5 22 7 4 11 825 847 169,400

説明：障害者虐待防止法平成24年10月1日
から施行され、それを受けてマニュアル
を作成。障害福祉課に虐待防止センター
機能を持たせており、土日祝夜間の対応
ができるよう、携帯電話２台を購入し
た。

総合評価（課題・方向性）：障害者虐
待防止法に基づく事業であり、今後も
維持する必要がある。

事業
内容
・

活動
手段

障害福祉課に通報、相談の窓
口（日中は障害福祉課、土日
祝、夜間は専用携帯）を設置
する。

状況の改
善、解決
に至った
割合(％)

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

効率性 3 達成度 　

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

身体障害、知的障害、精神障
害（発達障害を含む）、その
他心身の機能に障害がある
者。

通報、相
談、取扱
い件数
(件) 27 9 4 14 816

上乗せ 横出し

5
廃止予定
の有無

0 #DIV/0!

効率性 3 達成度 　

廃止予定
の有無

説明：現状では受付件数は少ないが、今
後保護者の高齢化により受付件数が増え
てくる事業と思われる。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

判断能力が不十分になっても
住み慣れた地域で安心して生
活できるようにする。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

1 7 3 1 3 22 29 29,000

0

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

手帳所持者(知的・精神)。

受付件数
(人)

0

財政健全経営計画
実行プラン

対象 外部評価

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・障害者総合支援法
・成年後見制度利用支援事業実施要綱

0 0 0 0 #DIV/0!

説明：平成24年度より地域生活支援事業
の必須事業に位置付けられ事業開始。

総合評価（課題・方向性）：障害者総
合支援法に基づく地域生活支援事業の
必須事業で、今後も継続する必要があ
る。負担率は国1/2、都1/4、市1/4と
なっている。

事業
内容
・

活動
手段

審判の請求を行いかつ審判請
求に要する費用を負担する。

審判の請
求をした
結果、安
心して生
活できる
ように
なった割
合(％)

行政
補完的

政策的 (改正実施年度24年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

0

説明：事務処理は東京都よりマニュアル
化されており、効率性の向上は困難であ
る。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

障害者等の自立と社会経済活
動への参加を支援する。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

806 0 812 812 1,007
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

784 978

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・東京都都営交通無料乗車券発行規程

780 0 793 793 1,017

説明：東京都の制度であり、業務フロー
の改善、制度改正は困難である。

総合評価（課題・方向性）：事務費補
助金を受けており、都の制度であるの
で維持する。

事業
内容
・

活動
手段

申請書を受付し、都営交通の
無料乗車券を発行する。

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

効率性 3 達成度 　

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

身体障害者手帳所持者、愛の
手帳所持者、戦傷病者、原爆
被爆者、生活保護受給世帯、
児童扶養手当受給世帯、被救
護者の希望者

受付件数
(件)

0 784

上乗せ 横出し

802
廃止予定
の有無

8,447 11,042

効率性 3 達成度 　

廃止予定
の有無

説明：平成２７年８月より新しい総合福
祉システムで資格、支払の管理をしてお
り、今後運用していくなかで効率性の向
上を検討していく。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

重度の心身障害者の医療費に
ついて、自己負担分の一部又
は全部を助成することによ
り、費用負担を軽減する。小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

703 5,119 5,119 2,536 7,655 10,889

6,000 6,000

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

身体障害者手帳1・2級（内部
障害は3級まで）、愛の手帳
1・2度の者（所得制限あり、
65歳以上新規は対象外）

助成件数
(件)

2,447

財政健全経営計画
実行プラン

対象 外部評価

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・心身障害者の医療費の助成に関する条例

1,008 7,855 7,855 2,475 10,330 10,248

説明：東京都の制度であり、業務フロー
の改善、制度改正は困難である。

総合評価（課題・方向性）：東京都の
心身障害者の医療費の助成に関する条
例に基づく補助事業であり妥当であり
維持する。

事業
内容
・

活動
手段

申請の受付等進達事務、都外
医療機関等の利用で生じた自
己負担金の償還払いを行う。

医療費の
経済的負
担が軽減
された助
成者の数
／全助成
対象者(%)

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

765

09-01-25

障害福祉課
管理係

心身障害者医療費
助成事業

09-01-26

障害福祉課
管理係

都営交通無料乗車
券発行事業

09-01-27

障害福祉課
福祉支援係

障害者成年後見制
度利用支援事業

09-01-28

障害福祉課
福祉支援係

障害者虐待防止相
談事業

東久留米市



平成28年度事務事業評価表（平成27年度振り返り）

政策名

所管課係名

所管課長名
次年度
目標値

指標
（単位）

指標の種類 実績値 国 都 その他
特定財源に伴
う一般財源

一般財源 円 ％

09-01

事務事業名

基本事業番号・名

事務事業
番号

事務事業の概要 事務事業の目的
（事務事業の対象、手段、意図）

活動指標
（手段の数値指標化）

指標
（単位）

実績値

健康で幸せにすごせるまち 施策番号・名 09

目標達成率

評価目標値 事業費
（実績額）

①
（千円）

左記「事業費（実績額）」に係る財源
人件費

（理論値）

②
（千円）

トータル
コスト
①＋②

（千円）

特定財源 一般財源

成果指標（意図したこ
との結果の数値指標化）

事業費、人件費

日常生活への支援

単位当たり
コスト

障害者福祉の推進

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

350

障害福祉課長
後藤　寿之

843

補助
事業

□ 該当 □ □ ■ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 621

事業
形態

□ □ ■ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

114

□ □ ■ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

障害福祉課長
後藤　寿之

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

□ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度）

事業
形態

■ □ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度） 　

□ □ ■ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

40

障害福祉課長
後藤　寿之

37

補助
事業

□ 該当 □ □ □ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 27

事業
形態

□ ■ □ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

□ ■ □ □ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

6

□ ■ □ 平成27年度
平成28年度

目標値
平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度 平成27年度

100

障害福祉課長
後藤　寿之

100

補助
事業

□ 該当 □ □ ■ 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

市独自
上乗せ

□ 該当 □ □

特定
財源

■ 該当 □ 該当（廃止年度　　　年度） 100

事業
形態

□ □ ■ □ □ □ その他（　　　　　　　  ） 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成25年度

近隣市
状況

■ ■ ■ ■ □ その他（　　　　　　　  ）

その他 □ □ 対象(平成　　年度）
増加を目
指す指標

100

説明：医療決定人数の増加（特に入院医
療）により事業費の増加に繋がった。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

確実な治療の効果が期待で
き、障害の軽減につながる。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

29 736 285 243 208 85 821 28,310
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

891 40,500

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・障害者総合支援法
・東久留米市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

34 1,947 942 471 534 83 2,030 59,706

説明：障害者総合支援法に基づく事業で
あり、妥当であるので維持する。平成25
年度より東京都より権限移譲。

総合評価（課題・方向性）：障害者総
合支援法に基づく事業で、今後も継続
する必要がある。負担率は国1/2、都
1/4、市1/4となっている。

事業
内容
・

活動
手段

医療給付が必要な障害者から
事前に必要書類を提出しても
らい、市の委託医師に要否判
定を行なう。該当者には医療
券を交付し、入院等に要した
費用を医療機関に支払う。

障害が除
去または
軽減した
障害者の
割合（育
成医療利
用者／申
請者）
(％)

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

効率性 1 達成度 　

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

１８歳未満の児童で、当該障
害又は疾患に係る医療を行わ
ないときに、将来において障
害を残すと認められるもの。

医療給付
を決定し
た障害者
の数 (人) 809 371 186 252 82

上乗せ 横出し

22
廃止予定
の有無

1,001 1,001,000

効率性 3 達成度 　

廃止予定
の有無

説明：利用者数が増加傾向にあるため事
業費も増加しているが、単位当たりコス
トに大きな変動はなかった。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

地域で生活する精神障害者の
病状が不安定になったときや
家族等の都合により介護者等
がいなくなったときなど、入
院しないで休息をとることが
できるようグループホームに
ショートステイし、精神障害
者の地域生活を支援する。

小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

1 319 159 160 136 455 455,000

870 435

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

市内に住所を有する18歳以上
65歳未満の精神障害者。

実施施設
数（個
所）

435 131

財政健全経営計画
実行プラン

対象 外部評価

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・（国）障害者虐待防止法
・（都）障害者施策推進区市町村包括補助事業補助要綱
・（市）東久留米市精神障害者ショートステイ事業実施要綱 1 950 475 475 138 1,088 1,088,000

説明：当該事業については、障害者総合
支援法に準じてサービス基準を設定して
おり市独自で基準を変更することは困難
である。

総合評価（課題・方向性）：障害者総
合支援法内で短期入所サービスという
類似サービスがあるが、法内のサービ
スを利用するにはサービス提供に時間
がかかり緊急的な対応が難しいという
課題がある。当該事業を実施すること
によりそれらの課題を解決し、精神障
害者が安定した在宅生活を継続するた
めにも欠かすことのできない事業であ
る。また、障害者虐待防止法において
も、市町村は、養護者による虐待を受
けた障害者について、生命又は身体に
重大な危険が生じるおそれがあると認
められる障害者を一時的に保護するた
め、迅速に障害者支援施設等に入所さ
せる等の措置を講ずることを求められ
ており、当該事業は必要な事業となっ
ている。

事業
内容
・

活動
手段

地域で生活する精神障害者の
病状が不安定になったときや
家族等の都合により介護者等
がいなくなったときなどに、
専用の居室に宿泊させる。

利用者数
(人)

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

1

説明：事業費は協議会委員に対する謝金
のみである。27年度は前年に比べ謝金辞
退者が多く事業費が減少した。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

地域における障害者福祉施策
の充実に繋がり、障害者の自
立生活や社会参加が促進され
る。小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

4 424 424 338 762 190,500
財政健全経営計画

実行プラン
対象 外部評価

1,340 335,000

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・(国)障害者総合支援法
・(市)東久留米市地域自立支援協議会設置要綱

4 404 404 720 1,124 281,000

説明：、地域自立支援協議会の設置につ
いては、障害者総合支援法において地方
自治体の努力義務とされているが、他市
の状況や同協議会の機能を鑑みれば事業
継続が妥当であるため制度改正の余地は
ない。

総合評価（課題・方向性）：地域自立
支援協議会は、地域での障害者福祉の
システム作りに関し、中核的な役割を
果たす機能を有する。同協議会は、障
害者総合支援法において、地方自治体
の努力義務として規定されているが、
都内のほぼ全ての自治体が設置してお
り、今後も事業を継続していくことが
妥当である。

事業
内容
・

活動
手段

障害者支援団体や関係機関、
当事者および家族を委員とし
た協議会で、地域における障
害者への支援体制に関する課
題について情報を共有し、連
携を図りながら体制整備につ
いて協議を行う。

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

効率性 4 達成度 　

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

地域で生活する障害者

会議開催
数
(回) 606 606 734

上乗せ 横出し

4
廃止予定
の有無

8,878 591,867

効率性 1 達成度 　

廃止予定
の有無

説明：24年度からサービス等利用計画の
作成が開始となり事業費は右肩上がりで
あったが、27年度末でサービス等利用計
画の作成はほぼ終了した。今後はモニタ
リング及び更新が中心となるため事業費
は落ち着いてくると思われる。

 直営
（委託無）

全部
委託

一部
委託

指定
管理

補助
金

目的
・

意図

障害者総合支援法に基づき、
障害サービスを提供するうえ
で障害サービス利用計画案を
提出する必要がある。小平市 東村山市 清瀬市 西東京市

7 2,482 1,241 620 621 888 3,370 481,429

8,021 2,005

根拠
法令
等

自主的
(条例・規則等)

義務的
(法律・政令等)

努力義務的
(法律・政令等)

終期

対象

身体障害者手帳、愛の手帳を
所持する市民。精神障害のあ
る市民。

指定特定
相談支援
事業所の
数(ヶ所) 2,006 857

財政健全経営計画
実行プラン

対象 外部評価

業務フローに改
善の余地がある 　制度改正の

余地がある 　29年度の方向性 現状維持

・障害者総合支援法
・児童福祉法
・東久留米市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則 15 19,268 9,633 4,816 4,819 867 20,135 1,342,333

説明：障害者総合支援法に基づく事業で
あり、24年度から法改正により支給決定
プロセスが見直されたことにより、障害
福祉サービスを利用する全ての者にサー
ビス等利用計画案を提供することになっ
た。

総合評価（課題・方向性）：障害者総
合支援法に基づく事業で、今後も継続
する必要がある。負担率は国1/2、都
1/4、市1/4となっている。

事業
内容
・

活動
手段

相談支援系サービス（一般相談支援、
特定相談支援、障害児相談支援）を必
要としている心身障害者から支給申請
書を提出してもらい、面接調査の上、
決定をする。利用者は、事業所と契約
をし、サービスの提供を受ける。月毎
にまとめられた事業所からの請求に基
づき介護給付費・訓練等給付費を支払
う。

相談支援
系サービ
スを利用
した件数
(件)

行政
補完的

政策的 (改正実施年度　　年度)
給付
事業

該当

上乗せ 横出し

15 4,010

09-01-31

障害福祉課
地域支援係

精神障害者都型
ショートステイ事
業

09-01-30

障害福祉課
地域支援係

地域自立支援協議
会事業

09-01-32

障害福祉課
福祉支援係

育成医療事業

09-01-29

障害福祉課
福祉支援係

障害者相談支援事
業

東久留米市


